
職員の懲戒処分について 

 

令和５年１２月２２日  

 

 地方公務員法に基づき、下記のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。 

 

記 

１ 被処分者 

  川越中央消防署大東分署 消防司令補 ４５歳 

 

２ 処分に係る事案の内容 

  当該職員は、令和５年７月２５日午後４時頃、埼玉県内にある商業施設の駐

車場に駐車した自家用車内において、マッチングアプリで知り合った女性の体

を触る等のわいせつな行為をしたとして、同年１０月、不同意わいせつの疑い

で書類送検され、その後、不起訴処分とされたもの。 

 

３ 処分年月日 

  令和５年１２月２２日 

 

４ 処分内容 

  停職１月 

 

５ 今後の対応 

  全職員へ消防局長命で綱紀粛正と服務規律確保の徹底を訓示いたしました。以後

このようなことがないよう職員教育に取り組み住民の信頼回復に努めます。 

 

６ 消防局長コメント  

  職員がこのような事件を起こしたことは誠に遺憾で深くお詫び申し上げます。職

員の教育を徹底し、再発防止に取り組みます。 

 

 

川越地区消防局 総務課 

 


